
 

 

避難所の開設方針について 
 

災害が発生し，または発生する恐れがある場合には，避難所を開設します。 

その際には，新型コロナウイルス等の感染症対策を踏まえて，次の方針で避難所を

開設します。 

 

避難者区分 説明 

一般の避難者 健康状態が良好な避難者 

避難行動要支援者等 
高齢者，障がい者，乳幼児，妊産婦などのうち，避
難等に支援を要する方 

体調不良者 

〇 熱がある（37.5℃以上） 

〇 息苦しさや胸の痛みがある 

〇 においや味を感じない 

〇 下痢の症状がある 

〇 発疹の症状がある 

〇 新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者や自宅

療養者に該当する 

以上の項目のいずれかにあてはまる方 

 

避難者区分 避難施設 

一般の避難者 

○ 総合運動公園（体育館） 
○ きらくやまふれあいの丘（世代ふれあいの館） 
○ 小中学校等 
 
 ※ 風水害のときは，浸水想定区域内の小・中学校
は，除きます。 

一般の避難者(ペット同伴) ○ 総合運動公園（研修道場） 

避難行動要支援者等 ○ きらくやまふれあいの丘（すこやか福祉館） 

体調不良者 ○ みらい平コミュニティセンター 

※ スペースに不足が生じた場合は，順次別の施設を開設いたします。 

※ 発熱などの症状がある体調不良者の方が他の施設に避難されても，体調不良者用の

避難所に移動をお願いすることになります。 

 

避難するときに持っていくもの 

□ ３日分の水や食料 □ ラジオ・懐中電灯 □ 携帯電話 

□ 携帯電話の充電器 □ アルコール消毒液 □ 体温計・マスク 

□ ウェットティッシュ □ 常備薬 □ 石けん・歯ブラシセット 

□ タオル □ ゴミ袋 □ 上履き（スリッパ） 


